2007年8月1日　

第５回国連改革フォーラム　人権分科会

司会：寺中（アムネスティ・インターナショナル日本）

書記：真々田(ヒューマンライツ・ナウ)／天野(アムネスティ日本)

●長瀬理英さん(メコンウォッチ／フィリピン開発問題専門家)

～｢人権外交｣の可能性：フィリピンの｢政治的殺害｣問題の経験から

フィリピンは、ある意味では｢人権大国｣と言えます。主な人権条約を批准し、死刑制度も事実上廃止され、先住民族の権利に関する法律も作られている。

　しかし、内戦(共産党との内戦／南部のイスラム系住民)が続いていることが影を落としている。先日、｢人間の安全保障法｣という名前の反テロ法(テロ対策法)が作られ、人権侵害に拍車がかかるのではないかとの懸念が、国際社会・国内社会から出てきている(国連の特別報告者から社会権規約違反であるとの意見表明、など)。

　政治的殺害(教会関係者、ジャーナリスト、NGO関係者、左翼政党関係者の暗殺)が、アロヨ政権になってから続発している。政府側は、左翼内部の粛清であるとして、国軍の関与を否定。殺害数が激増し、国際社会も無視できなくなり圧力をかけた(フィリップ・アルストン超法規的殺害に関する特別報告者の報告)。フィリピン政府も改善に向けた一定のアクションを起こすと表明。しかし、超法規的処刑はいまだに続いている。

　この問題に見られた問題の構造は、日本が援助してきたフィリピンにおける開発問題でも見られる。例えば、強制立ち退きの問題に関して、フィリピン政府は地元住民のエゴであるとのレッテル貼り―｢プロフェッショナル・スクワッター(不法占拠者)｣との一方的主張―を行い、住民への補償を否定。これに対して、国内裁判所の第１・２審で、もともと住んでいた住民(誠実な占有者)を法律によって追い出しているもの、との判断を下し、政府側の主張を却下した。しかし、援助していた日本側は、この判決等に留意しているとは言えない。

　このように、レッテル貼り(あるいは勝手な法律の作成)によって、人権侵害が正当化されるという構図。政府の説明責任がまったく果たされていない事例が数多く見られる。

　人権に関する優先順位が、開発や経済のはるか後方に追いやられている現状があり、人権のスペースをもっと前に確保する必要があり、そこに人権外交の必要性がある。

力・権利の剥奪⇒果たされないアカウンダビリティ⇒権利侵害・差別的政策⇒敵対化・無力化(その究極形が政治的殺害)、という人権侵害の負の連鎖がある。日本政府も懸念を表明するだけでなく、この連鎖を止めるよう具体的に踏み込んで欲しい。例えば、人権所条約の遵守やアカウンタビリティの実現などについて、外交や市民社会との協力によるアドボカシーを促進して欲しい。

●伊藤和子さん(ヒューマンライツナウ)　～人権外交を推進するために

　EUや米国は、明確に人権外交を、外交および開発援助の主要な目的として位置づけられている。日本ははたしてどうだろうか。

　これまで日本政府は｢静かな外交｣に終始し、公然とした態度表明がない。日本は、多くのアジア諸国の最大の援助国であり、アジアの人権問題の重要なアクターのはずだが。例えば、フィリピンの人権問題に関しては、先述したアルストン氏は、静かな外交だけではだめであって、公然とした態度表明を行うべきとコメントしている。

　日本政府の｢人権対話｣について、過去５年間に何を話し合ったのか、外務省に問い合わせたが、国名はわかるものの、その内容は公開されておらず、まったくわからない。これを公開して欲しい。

　また、公然の態度表明を行ったケースに関しても、一般的な言及ではなく、具体的な人権状況の改善に関して踏み込んで欲しい。人権対話全体に関して、具体的な事例・問題に踏み込んだ形で質問を出すような、一歩踏み込んだ形にしていって欲しい。

欧米諸国では、毎年、継続的計画的に人権対話を特定の国ぐにに対して行っているので、こうした部分を日本も取り入れて欲しい。

　開発援助政策に関して、｢人権｣に関するプログラムを取り入れて欲しい。例えば、開発援助が人権に与える負のインパクトをきっちりとアセスメントすることも重要。さらに法整備支援に関して、DV被害者保護のような人権保護の法整備という視点も重要である。人権侵害を承認しているという誤ったメッセージを与えかねないケースでは、援助の凍結を検討するべき。

　人権対話に関して、あるいは援助政策を決定するにあたっては、政府とだけでなく、その地域の人権活動家と対話して欲しい。アジアの人権団体からは日本政府はこうした姿勢が欠けているとの指摘が出ている。さらに、援助先に関して、人権問題に取り組んでいるNGOへの援助なども検討するべき。

　日本の経験を海外への援助の際に生かしていくべきなのだが、日本国内の人権状況にも多くの問題がある。国際援助と国内の人権問題とを関連付けて考えていくべきだと思う。

●参加者からのコメント＆質問～長瀬さんと伊藤さんの発表に関して

・苑原(大東文化大学教授)：今回、｢人権外交｣に関する長瀬氏の図を見ますと、｢義務を負う存在　duty bearer｣として、援助国・被援助国・関連する政府機関などが想定されているようですが、開発援助における重要なアクターとして企業があると思うので、この三角形を補足してもらえれば、と思います。

・長瀬：今回の図は、アルストン氏の｢政治的殺害｣問題に関する報告を基に作ったので、企業が抜けている面がある。ただ、企業に関して法的拘束力のある国際的なルールがあるのか、難しい面もある。

苑原：法的拘束力のある・なしで判断するものでもないのではないか。法的拘束力のあるものでも無視されうる場合がありますし、ないものでも、社会の動き次第で大きな圧力になるものもある。

長瀬：その通りですね。

橋本(女性と権利ネットワーク？)：フィリピンはイラクの次にジャーナリストが暗殺されている国で、その多くは地元の政治家などの汚職を取材していて殺害されているのですが、これは｢政治的殺害｣に含まれているのですか？

長瀬：ジャーナリストの殺害に関しては、｢超法規的処刑｣として広く考えれば含まれるが、厳密に考えると｢政治的殺害｣には含まれないケースも少なくないと思う。

伊藤：政府も｢左翼活動家｣と｢ジャーナリスト｣と分けて、対策を考えているようだ。

●木村徹也さん(外務省人権人道課)のコメント

　日本の人権外交については、｢価値の外交｣の中に位置づけられている。政治的安定や経済的繁栄の達成と、人権を含む普遍的価値の実現をバランスよく追及していくのが、日本政府の基本的姿勢。

　今後一つずつ施策を積み重ねていく中で、日本の人権外交のあり方を示していきたい。特にポジティブ・リンケージとして、人権対話の促進や自助努力を行っている国への支援などを進めていくつもりである。

　先日もイラン側と第４回目の人権対話を行った。イランに関しては、2004年から名古屋大学などの支援を得て、法整備支援をJICAが展開している。また、ウズベキスタンとも最近、人権対話を行い、この中では｢自由と繁栄の弧｣を巡る意見交換も行っている。

われわれの基本は、ポジティブ・リンケージというもので、各国の事情に応じて、公然とではなく、静かに行ったほうが適切な場合もあるという考え方です。圧力だけでは駄目なので、いかに相手の協力を引き出すかが重要であると考えている。

　人権は微妙な問題であり、第三者が評価するのが難しい問題なので、バランス、慎重さが必要だと考えています。欧米の人権外交と違うやり方で、いかに好循環をもたらすかが重要だという姿勢です。

　開発援助に関しては、人権に関しても配慮して進めています。強制立ち退きや環境問題などに配慮してプロジェクトを改善するなどの対応をこれまでも行っています。また情報収集に関して、今までもそうしたしこれからも幅広く情報を集めていきたいと考えております。

●司会・寺中(アムネスティ日本)のまとめ

これまでの議論を振り返ると、日本政府の人権外交に関して、核がいまだに見えないと思われます。個別の施策は見える一方、全体像として｢静かな外交｣という形が見えるのみ。さらに、権利基盤アプローチの観点を日本政府が重視するならば、right holder(真に現地で生活している人)に対して、開発援助の中で何を行うのか、が見えてこないように思われます。

⇒木村さんから応答：我々は｢静かな外交｣とは考えていません。協力関係をいかに構築するかバランス良く追及していきたいと考えています。また、政策全体の枠組みについては、単に欧米を追いかけるだけでなく、着実に施策を積み重ねることで、その姿を作っていきたい。

●木村(外務省人権人道課)　～人権理事会の制度構築に関する決定

人権理事会の制度構築に関して、一年間にわたって議論を重ねてきた。理事会への改組にともない途上国に優位な議席配分となり、それが議論に強い影響を与えた。

　最終的には、メキシコの大使が協議を取りまとめ、議長テキストを提案し、このテキストをもとに最終的な合意が図られた。最終日深夜まで議論はずれこんだ。各論点の結論は以下のとおり。

　・普遍的定期的レビュー(UPR)

　4年に一度。理事国は優先的に審査される。世界人権宣言や人権諸条約をもとにレビュー。実際の審査はワーキンググループを作り、一カ国に関して3時間をかける予定。フォローアップが必要かどうか検討し、必要なら一定のフォローアップを行うことになった(この部分は日本政府の強い主張が反映された)。

　・特別手続き

　全てのテーマ別と、いくつかの国別特別報告者が延長された。また、選出手続きが定められ、報告者の行動規範も定められた(なお、同手続きの維持に関しては、日本政府も強く主張した)。

　・国別人権状況決議

　決議の採択のハードルを高くする提案(中国)がなされ、議論が紛糾したが、最終的には同提案は採用されなかった。

　・理事会での議題

　パレスチナ、発展の権利などが議題に。国別の人権状況を議論できる枠組みも残された。

　・専門家助言機関

　規模と会期が縮小された(26名⇒18名、3週間の会期が2週間に)。また、テーマ別問題に限定して助言を行うことが明確化。

・個人通報手続き

　これまでの制度をもとに一部改善が図られた。作業部会に関して手続きが明確化され、活動期間も延長された。

結論としては、妥協の結果として創設時の期待に反して、その権限が弱められたように思われる。引き続き途上国が多数を占めるため、厳しい審議状況が続くと思われる。今回の議論がまとまったのは、議長役のメキシコ大使の手腕が大きかった。

●大谷美紀子さん(弁護士／自由人権協会／日弁連国際人権問題委員長)

　今回の会議に参加した一人として、まったく個人的な立場から発言いたします。

　特別手続きが残ったことは評価できますが、行動規範が入ることになった点は注意を要する点だと思います。専門家助言機関に関しても、任務が限定され会期も短くされたので、弱体化とまで言えるかどうかはわかりませんが、残念なことだと思います。

　レビューの方も作業部会で3時間だけ、全体あわせても4時間にしかならないので、本当にしっかり審査できるのか疑問です。さらに、審査は各国が行うことになり、専門家が関与しない形になってしまったので、残念です。

　一方で、積極的に評価できる点としては、今回まとまった文書を読む限りでは、国連NGO以外にも開かれているように読める点です。作業部会ではオブザーバー参加ですが、全体会合では、発言できます。さらに、諮問委員会へのノミネーションの点でもNGOが参加していく部分が広がったので、そこは評価できると思います。

　さらに、作業部会の人選や人権理事会の議題選定などに関して、ジェンダーの視点を取り入れることになっており、これは前進だと受けて止めています。

　課題としては、延長された特別手続きが今後の審議で議論になりますし、先住民族作業部会がどうなるのか、レビューについても、審査の基礎となる文書の作成に関するガイドライン、などなどが9月の理事会で審議される予定です。全体として、理事会が動き出すまで2年程度はかかると見ています。その中で、細かい部分をしっかり見ていかないと、これまでNGOが獲得してきたものが駄目になってしまう怖れもあります。

　国連の人権諸機関の運営などを見ると、当初文書に明記されていなかった点でも、運営の中で開かれていった部分も多くあります。NGOが関心を持って、スペースを広げる意識を持って活動していけば、NGO参加の窓口が広がっていくような、様ざまな実務慣行が生まれてくると思います。

　一方、日本では、非常に専門的な議論ばかりで、日本の人権状況の改善につながりそうもないという認識が広がっているように思います。人権理事会になってから、会期も増え、NGOに対する情報提供が拡大されてきていますが、逆にそれは膨大な英語文書に直面することにもなりますから、難しい面もあります。ただ、やはり日本のNGOは人権理事会の動きをウォッチしていかなくてはならないと思います。情報のギャップを埋めるために、ウォッチできているNGOとそうでないNGOとで勉強会を行うなどの工夫が必要かと思います。

また、外務省も、理事会での議論に関して、情報公開を進めていくべきかと思います。特に、会議でまとまった文書を日本語訳して発表していくことをお願いしたいと思います。

　さらに、日本が人権理事会でどのような役割を果たすのかに関して、まずはジュネーブに人権専門官を置いて頂きたいと思います。特に長く人権問題に取り組む人材をそこに当てるべきだと思います(民間の人材を含め)。

　そして、アジアの中で、どうこういった動きを活かし、情報共有を進めていくのか、日本がイニシアティブを発揮してもいらいたい。例えば、人権高等弁務官事務所を支援して、アジア地域のコンサルテーションを進めるとか。

このほか、個人通報制度の受け入れや国内人権機関の設置など、日本の人権面の課題に関しても、理事国として積極的に取り組んで欲しい。

　日本の法整備支援に関しては、伊藤さんの指摘にもありましたように、人権関係の法整備支援を進めてもらいたいと思います。それを意識的に日本側から提案することも外交のツールではないかと思います。

●参加者からのコメント＆質問

苑原：二つあります。一つは、木村さんへ。諮問委員会の改正について。テーマ別問題にのみ助言を行い、決議はないということでしたが？

木村：今回の改正の要点は、人権理事会が主導するということです。ですから、決議を行うのは、理事会でということになります。

苑原：人権理事会へのNGOの参加資格については、経済社会理事会の資格が関係ないということですが、当事者、例えば自分たちはNGOではないと考えている先住民族団体は参加できるのかどうか。

大谷：そこはよくわからない点も多いのですが、NGOや当事者が、今後の理事会実務の上で、そうしたプラクティスを作っていくことが重要だと思います。

苑原：日本は人権理事会の理事国として、｢人権外交｣の一環としてそうしたプラクティスを作っていくことも重要と思うが、どうか。

木村：NGOの出席に関するプラクティスについては、現状では会議の最後に発言する機会があるが、時間的には限られています。

武者小路(大阪経法大)：従来の作業部会の取扱いがまだ決まっていないように聞いていますが、NGOにとって作業部会は重要な活動の場であり、そこが無くなるかどうか非常に大きい問題です。また、従来ですと、作業部会から小委員会へ、というようにNGOの声が持ち上がっていく形があったのだが、小委員会が諮問委員会になって、そうした形が断ち切られてしまうのは困る。そうした形が成り立つ可能性は残っているのか。

木村：作業部会の取扱いについては、大枠は先ほど述べたように決まっております。基本は上(理事会)から下に命令が決まって降りてきて、作業が行われるという形になっています。今回の決定は大きな一つのパッケージで、非常に微妙なバランスの上に成り立っていますので、これを変えようとすると、パンドラの箱を開けてしまう怖れもあります。

●寺中のコメント

レビューの内容に関しては、現在の条約機関における審査を骨抜きにしてしまいかねない懸念もあります。

また、日本は人権理事会の理事国として、イニシアティブを発揮する機会は今後も非常に多くあると思いますので、人権人道課には｢人権の主流化｣のために健闘してもらいたいと思います。また、日本のNGOは、人権理事会での議論について、難しいからといって忌避するのではなく、積極的に監視していく必要があるかと思います。

⇒木村さんの応答：今後の人権理事会ですが、特別報告者の見直しなど、当面やらなきゃいけないことが山積しているので、それを処理していくことになると思います。日本としては、そこでイニシアティブを発揮していきたいと思います。

なお、アジア太平洋地域ワークショップについて、09年に日本がホスト国になるという提案は行っておりません。

